
議案第１号  

 

   財産の処分について  

 

 次のとおり財産を処分したいので、西海市議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成17年西海市条例第49号）

第３条の規定により議会の議決を求める。  

 

令和６年１月２２日 提出  

 

西海市長 杉澤 泰彦   

 

記  

 

１ 処 分 の 内 容  土地の売却  

２ 売 却 の 目 的  立地企業の工場等の用に供するため  

３ 土地の所在地  西海市大島町字楠地1605番86 

          西海市大島町字間瀬先1798番15 

４ 土 地 の 種 別  宅地  

５ 土 地 の 面 積  144,696㎡ 

６ 売 却 価 格  金1,924,456,800円  

７ 売 却 の 方 法  随意契約  

８ 売却の相手方  長崎県西海市大島町1605番地１  

株式会社 大島造船所  



代表取締役社長 平賀 英一  
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売却予定地　144,696㎡

議案第１号関係資料

売　却　予　定　地

（真砂地区）

（馬込地区）
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